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川口市健康・生きがいづくり計画（第二次）と 

川口市食育推進計画（第２次）の一元化について 
 

「川口市健康・生きがいづくり計画（第二次）」は、計画期間を平成２６年度から令

和５年度までの１０年間としていますが、国の「健康日本２１（第二次）」の計画期間

が１年延伸されたことから、本市計画の計画期間についても令和６年度まで延伸するこ

とを、今年度の第１回地域保健審議会において承認いただきました。 
また、「川口市食育推進計画（第２次）」については、計画の期間を令和５年度までの

７年間としていましたが、「食」は「健康づくり」と密接に関係し重要な施策であるこ

とから、「川口市健康・生きがいづくり計画（第二次）」の計画期間に合わせ総合的・一

体的に推進するため、計画期間を令和６年度まで延伸することについて、併せて承認を

いただいております。 
令和６年度に次期計画を策定するにあたっては、両計画を一元化し、ひとつの計画と

して策定いたします。 
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